
         議会運営委員会 
 

日 時  令和２年８月２０日（木） 午後２時００分～  

場 所  全員協議会室  

 

 

１ 議会基本条例の検証及び見直しについて【別紙№１～４】 

 （１）第７章 第２２条第１項（政務活動費の交付） 

   ・地方自治法上の位置づけ等の確認 

   ・検証及び見直し 

（２）政務活動費の通信費（会派控室の Wi-Fi 使用料）の負担割合 

（３）第１章 総則（第１条・第２条）及び 

    第２章 議会及び議員の活動原則（第３条－第５条） 

 

 

２ 議会基本条例の検討及び検証結果について【別紙№５～７】 

（１）各条項の評価結果の確認（第５条の２－第２４条） 

 （２）条文の追加を検討するもの（災害に関する条文） 

 

 

３ その他 

  

 



議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証

目
的

第
１
条

　この条例は、議会及び議員に係る基本事項
を定め、市民の信頼に応える責任ある活動に
より亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の
増進に寄与することを目的とする。（H30一
部改正）

 
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市民の代表で構成する市の意思決
定を行う議事機関であり、議決の責任を負
う。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を
行う。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活
動しなければならない。

⑴　公平性及び透明性を確保し、市民に開か
れた議会運営を行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市民に積極的な情報公開を行うととも
に、説明責任を果たすこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　自由闊達な討議を行い、市政の課題に関
する論点及び争点を明らかにするよう努める
こと。

①伸び伸びと意見を言える環境・雰囲気づく
り。前例にとらわれず、新しいニーズを取り
入れる。論点・争点をもっと明らかにする。
［緑風会］

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑷　市政への市民参加を推進すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑸　市民の意見を的確に把握し、市長等との
対論を通じて、より良い政策及び施策の実現
につながるよう努めること。

①各議員が市長等とコミュニケーションをと
る。自覚、認識というか、信念をつらぬく。
市民の意見をしっかり聞いて、的確に市長等
に伝える。［緑風会］

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、
活動しなければならない。

⑴　議会が言論の場であることを認識し、議
員間の自由な討議を尊重すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市政の課題全般について、市民の意見を
的確に把握するとともに、自らの資質の向上
に努め、市民の代表としてふさわしい活動を
行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　議会の構成員として、一部の団体又は地
域等に偏ることなく、市民全体の福祉の増進
を目指して活動すること。（H30一部改正）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、議会活動を行うため、会派を結成
することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共
有する議員で構成し、活動する。

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

今後の方向性

第
１
章
　
総
則

議
会
の
役
割

第
２
条

第
２
章
　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

議
会
の
活
動
原
則

第
３
条

議
員
の
活
動
原
則

第
５
条

【運用基準２】会派の役割を明確化

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

第
４
条

会
派
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議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

議員は、特定の市政の課題について会派を超
えて共同して調査研究を行うため、政策研究
会を結成することができる。

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具
現化を図り、活動の成果を議会活動に反映す
るよう努めるものとする。

　議会は、会議を原則公開とする。

【運用基準３】公式な会議の全てを公開対象

・委員会傍聴を許可制から届出制に改正（委員
会条例）

Ａ達成 継続

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に
係る情報を公開及び提供し、説明責任を果た
さなければならない。

【運用基準３】傍聴者への資料提供

・本会議のライブ中継・録画配信（H21.12～）
・議会報告会の開催（※第7条にも記載）
・土曜議会開催（H22.3・H24.3代表、H25.3個人）

・議案の賛否状況の公開
・委員会記録・資料の公開（H23.9～）
・議会だよりの充実（H24.4～16Ｐ改編）
・一般質問通告の具体化（H24.6～）
・予算・決算審査の録画配信（H25.9～）
・会議録検索システムの公開・機能性向上
・フェイスブックによる情報発信（H26.4～）
・傍聴規則の改正（H27.1）→筆記のためのＰＣ
利用等、現状に即して見直し
・議長記者会見の実施（H27)
・議会バックボードの作成（H27)
・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバ
イス対応（H29）　（※第１６条にも記載）

①常任委員会のライブ中継・録画配信の実
施。［新清流会］
②YouTubeほか、委員会のネット配信。［緑風
会］
③記者会見のバックボードがいつも同じ。旬
のものを掲載する。記者会見時には、コマー
シャルを行う。［緑風会］
④タブレット端末とWi-Fi環境の整備。［公明
党議員団］

Ｂ一部達成 取組検討

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用
し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映
させるよう努めるものとする。

・参考人制度の活用
　H25：4回（常任委員会・決算特別）
　H26：4回（常任委員会・議運・決算特別）
　H28：1回（常任委員会）
　H30：1回（常任委員会）

①一部ではできているが、参考人制度の活用
ができていない。利害関係者や学識経験者を
活用し、意見を積極的に取り入れていく。時
には専門家を入れて議論していく。［緑風
会］ Ａ達成 継続

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付
け、その審議等において、当該請願又は陳情
の提出者が希望した場合は、その意見を聴く
機会を設けることができるものとする。

【運用基準４】会議における請願者等の意見陳
述機会を制度化（手続きを規定）

　Ｈ27：5回、Ｈ28：2回、Ｈ29：5回、Ｈ30：7回、
R1：6回

Ａ達成 継続

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会
活動に反映させるとともに、市民が議会の活
動に参加する機会の充実を図るものとする。

・意見交換会（わがまちトーク、委員会の意見交
換会）等の開催（第7条に記載）
・議員団研修の公開
・議場の多目的活用（亀岡祭くじ取り式等）
・定数、報酬のパブコメ実施等（H26）
・子ども議会、高校生議会、中学生議会を実施
（H27、H28、Ｈ30）

Ａ達成 継続

【運用基準２の２】政策研究会の要件等、調査
活動形態

・政策研究会を基本条例に規定（H28）
　H26：4名（児童虐待及びいじめ防止基本条
例）
　H27：5名（農林観光政策）
（※第１４条の３にも記載）

①政策研究会のあり方、結成方法などを確認
し、場合によっては見直すべき。［新清流
会］

Ｂ一部達成 取組検討

第
３
章
　
市
民
と
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会
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条
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第
５
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の
２

2/6



議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議会は、議会の説明責任を果たすととも
に、市民の意見を議会活動に反映させるた
め、議会報告会を行うものとする。（H30一
部改正）

・各定例会後に議会報告会を開催（H22.11～
H25.11）
・各定例会後に議会報告＆わがまちトークを開
催（H25.5～H28.2）
・3月、9月定例会後に議会報告会を開催（H28.4
～H29.10）
※議会報告会を「毎年開催するものとする」を
「行うものとする」に改正（H30）

①議会報告会が開催されていない状態が続い
ているが、議会報告とそれをもとにした市民
との意見交換や広聴活動は必要であり、改善
が求められる。わがまちトーク（自治会版）
は、ある程度形になってきたが、団体やテー
マごとのものが未開催が続き、対策が必要。
［共産党議員団］

Ｂ一部達成 取組検討

2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民
との意見交換の場を多様に設けるものとす
る。

【運用基準５】意見交換会の実施フロー

・委員会の意見交換会の開催
　H27：2回（NPO子育てネットワーク、観光協会）
　H28：1回（商店街連盟）
　H29：2回（体験型子ども食堂、商工業団体）
　H30：2回（京都府2回）
　R1：4回（タクシー事業者、観光協会、監査委
員事務局、京都府）
・わがまちトーク（テーマ別）の開催
　H27：1回（NPO団体）
・わがまちトーク（自治会版）の開催
  H28：5回、H29：4回、H30：7回、R1：回
・わがまちトーク（各種団体版）の開催
  H29：1回（成人式実行委員会）

Ａ達成 継続

　議会審議における議員と市長等は、次の各
号に掲げるところにより、緊張関係の保持に
努めなくてはならない。

⑴　議員は、本会議における一般質問等を行
うに当たっては、市政の課題に関する論点及
び争点を明確にして行うものとする。

・質問通告書様式変更（具体化）（H24.6～）
・一問一答制の導入（個人質問）

Ａ達成 継続

⑵　本会議及び委員会に出席した市長等及び
その他の職員は、議長又は委員長の許可を得
て、議員の質問又は質疑に対して反問を行う
ことができる。

【運用基準６】反問権の拡大（制限の撤廃）によ
り、目的・手続きを明確化

Ａ達成 継続

　議会は、市長が提案する重要な政策等につ
いて、議会審議における論点を明確にし、そ
の水準を高めるために、市長に対し、次の各
号に掲げる事項について明らかにするよう求
めるものとする。
⑴　提案の理由及び経緯
⑵　他の自治体の類似する政策等との比較検
討
⑶　市民参加の実施の有無とその内容
⑷　総合計画との整合性
⑸　政策等の実施に係る財源措置
⑹　将来にわたる政策等のコスト計算

Ａ達成 継続

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に
当たっては、前項の規定に準じて、わかりや
すい施策別又は事業別の説明資料を作成する
よう求めるものとする。

【運用基準７】予算、決算審査時の説明資料

・予算「一般会計当初予算案施策の概要」
・決算「主要施策報告書」

①質疑時間の確保と充実を図るため、予算審
査資料等を充実すべき。（細かな説明を省く
ための資料提出が必要）［新清流会］ Ｂ一部達成 取組検討
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議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

政
策
執
行
に
対
す
る
評
価

第
１
０
条

　議会は、市長等が行う政策について、市民
福祉増進の観点から不断に点検するととも
に、その有効性及び効率性等について評価し
なければならない。（H30一部改正）

【運用基準８】事務事業評価を発展して対応 ①事務事業評価のあり方、具体的な改善（項
目と評価方法等）について、引き続き論議が
必要。［共産党議員団］

Ｂ一部達成 取組検討

文
書
に
よ
る
質
問

第
１
０
条
の
２

　議会又は議員は、市長等に対して、文書に
より質問することができる。

【運用基準１０】文書質問の手続きを規定

・通年議会実施にあわせ改正（H30）
　H24：2回、H25：2回、H26：1回、H27：1回、
H28：1回

①通年議会となってどのように取り扱うの
か。会期中の取り扱いについて、再確認する
必要がある。［新清流会］

Ｂ一部達成 取組検討

決
議
等
へ
の
対
応

第
１
０
条
の
３

　議会は、本会議において可決した決議及び
採択した請願が市政執行に関するものである
ときは、市長等に対し、当該決議及び請願に
関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告す
るよう求めるものとする。

【運用基準１１】決議（附帯決議）・請願への対応
義務付け（条例改正で追加）
　Ｈ28：１回（請願：私立幼稚園就園補助金）
　Ｈ30：１回（附帯決議：一般会計決算）
　R1：１回（附帯決議：一般会計決算）
　R2：2回（附帯決議：一般会計予算、プラスチッ
ク製レジ袋条例）

①今回もそうだが、附帯決議を平気で反故に
してくるような状況があり、懸念している。
［共産党議員団］

Ａ達成 継続

9
6
・
2
議
決
事
項

第
１
１
条

　地方自治法第96条第2項の議会の議決事項
は、議会が、市政における重要な政策の決定
に参画する観点と、市長の政策執行上の必要
性を比較し、別に条例で定める。

【運用基準９】議決事項を拡大するときは理事
者と協議し、十分な準備期間を与える

・議決事項追加（Ｈ22）
　→総合計画の基本構想及び基本計画
　　（Ｈ28特別委員会設置による審査を実施)

Ａ達成 継続

　議会は、市政の課題に関する調査のため必
要があると認めるときは、議決により、学識
経験を有する者等で構成する調査機関を設置
することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項
の調査機関に、議員を構成員として加えるこ
とができる。

3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議
長が別に定める。

定
例
会
の
回
数
及
び
会
期

第
1
3
条

　定例会の回数及び会期は、議案の審議等に
あたり、議会の機能を十分発揮できる期間を
確保し、決定する。
2 定例会の招集の回数は、別に条例で定め
る。

・常任委員会審査の原則別日開催
・通年議会の導入（H30）

Ａ達成 継続

関
係

第
５
章
　
議
会
の
機
能
の
強
化

調
査
機
関
の
設
置

第
１
２
条

【運用基準１２】調査機関の設置は、議決の後
要綱を定めて運営する。
（事例なし）

①設置することができるという規定に課題は
ないが、具体的に生かし切れていない。事例
がないままでよいのか。［共産党議員団］

Ａ達成 継続
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議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議員は、議会が自由な議論を行う場である
ことを認識しなければならない。

Ａ達成 継続

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は
審査において、議員相互間の自由討議に努
め、議論を尽くし、議会の意思を決定しなけ
ればならない。

【運用基準１３】委員間討議の実施目的、審査
順序及び討議方法等を明確化（Ｈ28）

Ａ達成 継続

3 議員は、議員相互間の自由討議により合意
形成し、政策立案、政策提言等を積極的に行
うよう努めるものとする。

政策研究会
　H26：4名（児童虐待及びいじめ防止基本条
例）
　H27：5名（農林観光政策）
環境厚生常任委員会
　Ｈ29（子どもの貧困について政策提言）
総務文教常任委員会、産業建設常任委員会
　R2（新型コロナ対策について政策提言）

Ａ達成 継続

委
員
会
の
活
動

第
１
５
条

　委員会は、その特性を活かし、専門的及び
具体的な議論により、議案等の審査及び所管
事項に関する事務の調査を行わなければなら
ない。

・常任委員会の月例開催
・監査委員の常任委員就任

Ａ達成 継続

広
報
広
聴
の
充
実

第
１
６
条

　議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多
様な手段を活用し、広く市民の議会や市政に
対する関心を高めるよう、効果的な広報広聴
活動に努めるものとする。

【運用基準１４】広報広聴を所管する組織の設
置等

・広報広聴特別委員会の設置（H23～）
・広報広聴会議の設置（H25～）
・ソーシャルメディア運用方針、運用ガイドライン
の策定、フェイスブックの開設（H26.4～）
・無料アプリ「マチイロ」（ｉ広報紙）の運用開始
（H28～）
・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバ
イス対応（H29～）

①Instagram等、ソーシャルメディアを活用す
る。［緑風会］
②タブレット端末を活用する。［緑風会］
③インターネット回線の整備。［緑風会］
④議会だよりの紙面改革は他市からも注目さ
れるようになった。（新しい取組ではない
が）地道にやっている。［共産党議員団］

Ｂ一部達成 取組検討

議
員
研
修
の
充
実

第
１
７
条

　議会は、議員の政策形成及び立案能力の向
上等を図るため、議員研修の充実強化を図る
ものとする。

【運用基準１５】議員団の主催により行う。加え
て府市町村振興協会等が主催する各種研修会
へ積極的に参加

・議員の紹介又は提案等により講師を招へい

①研修機会のあり方を検討すべき。年３回で
よいのか。予算面も含め、どう充実させてい
くのか。［新清流会］
②講師の招へいが、一部の議員の提案で先に
決まっていて、議会運営委員会や幹事会で
ちゃんと諮られていない。［共産党議員団］

Ｂ一部達成 取組検討

　議会は、議会の政策形成機能を向上させ、
議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会
事務局の機能強化及び組織体制の整備に努め
るものとする。

①条例制定の充実。専門家を入れて学習・活
用。［緑風会］

Ａ達成 継続

2 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向
上のため、議会事務局の調査・法務機能の充
実強化を図るよう努めるものとする。

①条例の制定を行う上での整備ができていな
い。京都府、市町村議長会で専門的な人材を
紹介してもらい活用していく。コミュニケー
ションをとる。［緑風会］

Ａ達成 継続

　議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、
高い倫理的義務が課せられていることを自覚
し、議員としての品位を保持しなければなら
ない。

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。

第
６
章
　
議
会
の
運
営

議
員
間
の
自
由
討
議

第
1
4
条

議
会
事
務
局

第
１
８
条

継続

第
１
９
条

・政治倫理条例の制定（H20.3）
議
員
の
政
治
倫
理

Ａ達成
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議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性

　議員定数の改正に当たっては、行財政改革
の視点だけではなく、市政の現状と課題、将
来の予測と展望を考慮するものとする。

2 議員定数は、別に条例で定める。

　議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議
員の職務遂行に対し支給されるものであるこ
とを自覚しなければならない。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

　政務活動費は、政策の立案及び提案並びに
市政に関する調査研究その他の活動に資する
ために交付するものとする。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 政務活動費の交付に関する条例に定めると
ころにより、政務活動費の交付を受けた会派
又は議員は、これを適正に執行しなければな
らない。

・政務活動費運用基準に沿った運用 ①政務活動費は増額の検討を要する。［会派
に属さない議員］
②政務活動費の通信費（会派控室のWi-Fi使用
料）の負担割合について検討。

Ｂ一部達成 取組検討

3 議会は、政務活動費の使途について公開し
なければならない。

【運用基準１６】政務活動費収支報告書の公開

Ａ達成 継続

最
高
規
範
性

第
２
３
条

　この条例は、議会における最高規範であ
る。

Ａ達成 継続

条
例
の
検
証
及
び
見
直
し

第
２
４
条

　議会は、この条例の目的が達成されている
かどうかを定期的に検証し、必要があると認
めるときは、この条例の規定について検討を
加え、その結果に基づいて所要の措置を講ず
るものとする。

【運用基準１７】任期中間年及び最終年に議運
で実施
（前回：H30.6～12（任期最終年に実施）

Ａ達成 継続

・災害時等のマニュアルは整備されている
が、その根拠が基本条例に見当たらない。
［新清流会］

検討

議
員
報
酬

継続

Ｂ一部達成 取組検討

政
務
活
動
費

第
２
２
条

議
員
定
数

第
２
０
条

・議員定数の検討（H26）→定数2人削減 ①議員定数を削減したことの有効性が見出せ
ない。検証もされていない。いろいろな地
域・年代層から、二元代表制の一翼を担う市
議会議員を選出しようという機運が高まるよ
う、定数や報酬は維持・向上されなければな
らない。［共産党議員団］

Ａ達成

第
２
１
条

第
８
章
　
最
高
規
範
性
及
び
検
証
等

第
７
章
　
議
員
の
政
治
倫
理
及
び
待
遇
等

・議員報酬の検討（H26）→現行維持
・実費相当分に係る費用弁償の復活（H28）
・期末手当の減額（R2）
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別紙№２ 

地方自治法（政務活動費部分の抜粋） 

 

第 100 条 

14 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究そ

の他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に

対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交

付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲

は、条例で定めなければならない。 

15 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、

当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。議長は、

第 14 項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 

 

 

亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例 

（趣旨） 

第1条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第100条第14項から第16項ま

での規定に基づき、亀岡市議会議員（以下「議員」という。）の調査研究その他の活動

に資するため必要な経費の一部として、亀岡市議会（以下「議会」という。）における

会派（以下「会派」という。）に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定

めるものとする。 

（交付対象） 

第2条 政務活動費は、議会における会派（所属議員が1人の場合を含む。）に対して交

付する。 

（交付額及び交付の方法） 

第3条 政務活動費は、議員1人当たり月額15,000円とし当該年度の3月分までを一括

して交付する。 

2 政務活動費は、毎年4月1日（以下「基準日」という。）における当該会派の所属議

員数に前項の額を乗じて得た額を5月末日までに交付する。ただし、年度の途中にお

いて議員の任期が満了する場合は、前項の規定にかかわらず任期満了日の属する月ま

での月数分を交付する。 

3 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月

の翌月分からの政務活動費を速やかに交付する。 

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会が

あった場合は、当該議員は第2項の所属議員に含まないものとし、同日において議会

の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。 

（所属議員数の異動に伴う調整） 

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が

生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月の末日までに、既に交付した政務活動

費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は



 

当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定し

た額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。 

2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、会派は、

解散の日の属する月の翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。 

（政務活動費を充てることができる経費の範囲） 

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳

情、各種会議への参加等市政の課題及び住民の意思を把握し、市政に反映させる活動

その他住民福祉の増進を図るために必要な活動（次項において「政務活動」という。）

に要する経費に対して交付する。 

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものと

する。 

（経理責任者） 

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者（以下「経理責任者」という。）を置

かなければならない。 

（収支報告書の提出） 

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、規則で定める政務活動費収

支報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し、領収書の写し又はこれに準ずる書

類を添えて、議長に提出しなければならない。 

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日まで

に提出しなければならない。 

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当

該会派の経理責任者であった者は、解散の日から14日以内に第1項の収支報告書を提

出しなければならない。 

（政務活動費の返還） 

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動

費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支

出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返

還しなければならない。 

（収支報告書の保存及び閲覧） 

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、政務活動費の交

付を受けた年度の翌年から起算して5年を経過するまで保存しなければならない。 

2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。 

（透明性の確保） 

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じ

て調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努

めるものとする。 

（委任） 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市

長が規則で定める。 



別紙№３ 
 

政務活動費の通信費（会派控室の Wi-Fi 使用料）の負担割合について 
 

他の議会の状況 （会派控室の Wi-Fi 使用料） 
議会名 政務活動費からの支出 備考 
京都府 １０／１０ 

 
 

宇治市 議員の申し出による按分にて、支出 
（１０／１０は認めていない） 

 

八幡市 １０／１０ 
 

 

兵庫県 議員の申し出により、 
１／２もしくは１／４の按分にて、支出 

 

福岡市 
 

９／１０ 
（１０／１０は認めていない） 

 

 
議会名 政務活動費からの支出 備考 
京丹後市 認めない 

 
・インターネット経費を政務活動費か

ら支出することを認めない。 
・全ての経費において按分を認めない。 

高槻市 認めない 
 

・インターネット経費を政務活動費か

ら支出することを認めない。 
・全ての経費において按分を認めない。 

 
亀岡市政務活動費に関する運用基準（抜粋） 
 
〇政務活動費の透明性の確保 
「市民にわかりやすい運用とするため、電話料金や自動車のガソリン代など、

政務活動と議員個人活動が混在している場合は、充当しないものとする。」 
 
〇調査研究費 
文書通信費【文書の発送費、通信費（インターネット使用料含む）等】 

 
 

（裏面あり） 



 
全国市議会議長会 政務活動費に関するＱ＆Ａ（抜粋） 
 
～政務活動費と按分～ 
Ｑ 按分して支出する場合の按分割合について、どのような考えが示されてい

ますか。 
 
Ａ 按分割合については、政務活動とそれ以外の活動が渾然一体化し、両者の区

分や割合が合理的な方法で算定困難な場合、以前は１／３とする判例もあ

りましたが、最近は、２分の１を基本とする判例が見受けられます。 
しかしながら、証拠書類の提出などにより、政務活動の実態等が把握された 
場合、２分の１を超える按分割合に変更したり、逆に２分の１を下回る按分 
割合に変更する判例もあります。活動の実態にかかわらず、２分の１以下に 
按分さえしていれば、常に政務活動費の支出が適法になるということでは 
ありません。 



議会基本条例検証項目一覧

章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証

目
的

第
１
条

　この条例は、議会及び議員に係る基本事項
を定め、市民の信頼に応える責任ある活動に
より亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の
増進に寄与することを目的とする。（H30一
部改正）

 
□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、市民の代表で構成する市の意思決
定を行う議事機関であり、議決の責任を負
う。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を
行う。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活
動しなければならない。

⑴　公平性及び透明性を確保し、市民に開か
れた議会運営を行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市民に積極的な情報公開を行うととも
に、説明責任を果たすこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　自由闊達な討議を行い、市政の課題に関
する論点及び争点を明らかにするよう努める
こと。

①伸び伸びと意見を言える環境・雰囲気づく
り。前例にとらわれず、新しいニーズを取り
入れる。論点・争点をもっと明らかにする。
［緑風会］

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑷　市政への市民参加を推進すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑸　市民の意見を的確に把握し、市長等との
対論を通じて、より良い政策及び施策の実現
につながるよう努めること。

①各議員が市長等とコミュニケーションをと
る。自覚、認識というか、信念をつらぬく。
市民の意見をしっかり聞いて、的確に市長等
に伝える。［緑風会］

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、
活動しなければならない。

⑴　議会が言論の場であることを認識し、議
員間の自由な討議を尊重すること。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑵　市政の課題全般について、市民の意見を
的確に把握するとともに、自らの資質の向上
に努め、市民の代表としてふさわしい活動を
行うこと。

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

⑶　議会の構成員として、一部の団体又は地
域等に偏ることなく、市民全体の福祉の増進
を目指して活動すること。（H30一部改正）

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

　議員は、議会活動を行うため、会派を結成
することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共
有する議員で構成し、活動する。

会
派

□継続
□取組検討
□条項改正
□その他

今後の方向性

第
１
章
　
総
則

議
会
の
役
割

第
２
条

第
２
章
　
議
会
及
び
議
員
の
活
動
原
則

議
会
の
活
動
原
則

第
３
条

議
員
の
活
動
原
則

第
５
条

【運用基準２】会派の役割を明確化

□Ａ：達成
□Ｂ：一部達成
□Ｃ：未達成
□対象外

第
４
条
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別紙№５ 

 

議会基本条例の検証結果等について（第５条の２～第２４条） 

 
【検証結果】 

◎評価項目数 ３３項目 

・評価結果Ａ ２３項目 

・評価結果Ｂ １０項目 → うち「取組検討」としたもの：１０項目 

◎本日の評価  １項目 → 第２２条第１項（政務活動費） 

◎条文の追加を検討するもの １項目 → 災害に関する根拠条文 

 

（１）各条項の評価結果の確認（１０項目） 

№ 条文 区分 意見等 

１ 

＜第５条の２＞ 

議員は、特定の市政の課題について

会派を超えて共同して調査研究を行

うため、政策研究会を結成すること

ができる。 

Ｂ 

取組 

検討 

◎亀岡市議会として、具体的に政策研

究ができるように、旅費を支給するこ

とも含め考えていく。 

2 政策研究会は、政策立案又は政策

提言の具現化を図り、活動の成果を

議会活動に反映するよう努めるもの

とする。 

２ 

＜第６条－２＞ 

議会は、市民に対し積極的に議会審議

等に係る情報を公開及び提供し、説明

責任を果たさなければならない。 

①常任委員会のライブ中継・録画配

信の実施。 

②YouTube ほか、委員会のネット配

信。 

③記者会見のバックボードがいつも

同じ。旬のものを掲載する。記者会見

時には、コマーシャルを行う。 

④タブレット端末と Wi-Fi 整備。 

Ｂ 

取組 

検討 

①②公開という観点から、常任委員会

の配信を検討する。 

③議会をアピールするために、議長記

者会見を補完することも含め、工夫し

て検討していけばよい。 

④別途協議の場を設置する。 

  



№ 条文 区分 意見等 

３ 

＜第７条－１、２＞ 

議会は、議会の説明責任を果たすとと

もに、市民の意見を議会活動に反映さ

せるため、議会報告会を行うものとす

る。【議会報告会】 

Ｂ 

取組 

検討 

◎見出しを第１項、第２項あわせた形

にすることはできないか。議会報告会

の条文は残しておくべき。「市民との

意見交流の場」とすれば、整合が図れ

るのではないか。 

2 議会は、議会の政策形成等に関して、

市民との意見交換の場を多様に設ける

ものとする。 

Ａ 

達成 

※この内容については、「Ａ達成」で

評価されたが、一体的に検討すること

とされており、参考のため記載してい

ます。 

４ 

＜第９条－２＞ 

議会は、提案される予算及び決算の審

議に当たっては、前項の規定に準じて、

わかりやすい施策別又は事業別の説明

資料を作成するよう求めるものとす

る。【委員会時の説明資料】 

Ｂ 

取組 

検討 

◎適切な資料を執行部に求めること

とする。 

５ 

＜第１０条＞ 

議会は、市長等が行う政策について、

市民福祉増進の観点から不断に点検す

るとともに、その有効性及び効率性等

について評価しなければならない。 

【事務事業評価】 

Ｂ 

取組 

検討 

※事務事業評価表は新たに作成した

が、試験的に導入するため、「取組検

討」としている。 

６ 

＜第１０条の２＞ 

議会又は議員は、市長等に対して、文

書により質問することができる。 

【文書質問】 

Ｂ 

取組 

検討 

◎各会派にわかりやすく伝えること

とする。 

７ 

＜第１６条＞ 

議会は、情報通信技術の発達を踏まえ

た多様な手段を活用し、広く市民の議

会や市政に対する関心を高めるよう、

効果的な広報広聴活動に努めるものと

する。 

①Instagram 等、ソーシャルメディア

の活用。 

②タブレット端末の活用。 

③インターネット回線の整備。 

Ｂ 

取組 

検討 

①Facebook だけではなく情報を広く

周知する方法も検討する。 

②別途協議の場を設置する。 

③別途協議の場を設置する。 

 
  



 
№ 条文 区分 意見等 

８ 

＜第１７条＞ 

議会は、議員の政策形成及び立案能力

の向上等を図るため、議員研修の充実

強化を図るものとする。 

【議員研修の充実】 

Ｂ 

取組 

検討 

◎研修テーマを事前に諮り、決定すべ

き。 

◎予算の範囲内で検討すべき。 

◎研修を充実するためには、回数や内

容の見直しが必要。 

９ 

＜第２１条－１、２＞ 

議員は、議員報酬が市民の負託を受け

た議員の職務遂行に対し支給されるも

のであることを自覚しなければならな

い。 

Ｂ 

取組 

検討 

◎各会派から課題や問題点はないが、

様々な議論がある。議員報酬の問題を

検討する場を設けるのか、報酬審議会

で審議していただくか、他市の状況を

踏まえ今後検討する。 

2 議員報酬は、別に条例で定める。 

【議員報酬】 

10 ＜第２２条－２＞ 

政務活動費の交付に関する条例に定め

るところにより、政務活動費の交付を

受けた会派又は議員は、これを適正に

執行しなければならない。 

【政務活動費】 

 

Ｂ 

取組 

検討 

◎どのような地方自治法の位置づけ

により、政務活動費が支出されている

のか。法と条例の該当部分の内容を資

料として検討する。 

 
 
（２）条文の追加を検討するもの（１項目） 

№ 内容 区分 意見等 

 

１ 

災害時等のマニュアルは整備されてい

るが、その根拠が基本条例に見当たら

ない。 

 

検討 

◎第２章の議員の活動原則の部分に

入れられるか検討する。 

 

 



 

別紙№６ 

亀岡市議会基本条例 

 

第 1 章 総則 

（目的） 

第 1 条 この条例は、議会及び議員に係る基本事項を定め、市民の信頼に応える責任ある活動に

より亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（議会の役割） 

第 2 条 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定を行う議事機関であり、議決の責任を負う。 

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。 

第 2 章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第 3 条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

⑴ 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。 

⑵ 市民に積極的な情報公開を行うとともに、説明責任を果たすこと。 

⑶ 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。 

⑷ 市政への市民参加を推進すること。 

⑸ 市民の意見を的確に把握し、市長等との対論を通じて、より良い政策及び施策の実現につ

ながるよう努めること。 

（議員の活動原則） 

第 4 条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。 

⑴ 議会が言論の場であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。 

⑵ 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努

め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。 

⑶ 議会の構成員として、一部の団体又は地域等に偏ることなく、市民全体の福祉の増進を目

指して活動すること。 

（会派） 

第 5 条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 

（政策研究会） 

第 5 条の 2 議員は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調査研究を行うため、政

策研究会を結成することができる。 

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を議会活動に反映するよう

努めるものとする。 

第 3 章 市民と議会の関係 

（市民参加及び市民との連携） 

第 6 条 議会は、会議を原則公開とする。 

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に係る情報を公開及び提供し、説明責任を果たさなけ

ればならない。 

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映させる
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よう努めるものとする。 

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付け、その審議等において、当該請願又は陳情の提出

者が希望した場合は、その意見を聴く機会を設けることができるものとする。 

5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参

加する機会の充実を図るものとする。 

（議会報告会等） 

第 7 条 議会は、議会の説明責任を果たすとともに、市民の意見を議会活動に反映させるため、

議会報告会を行うものとする。 

2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民との意見交換の場を多様に設けるものとする。 

第 4 章 議会と市長等の関係 

（議員と市長等の関係） 

第 8 条 議会審議における議員と市長等は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に

努めなくてはならない。 

⑴ 議員は、本会議における一般質問等を行うに当たっては、市政の課題に関する論点及び争

点を明確にして行うものとする。 

⑵ 本会議及び委員会に出席した市長等及びその他の職員は、議長又は委員長の許可を得て、

議員の質問又は質疑に対して反問を行うことができる。 

（議会審議における論点の明確化） 

第 9 条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点を明確にし、そ

の水準を高めるために、市長に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求める

ものとする。 

⑴ 提案の理由及び経緯 

⑵ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 

⑶ 市民参加の実施の有無とその内容 

⑷ 総合計画との整合性 

⑸ 政策等の実施に係る財源措置 

⑹ 将来にわたる政策等のコスト計算 

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、わかりやすい施

策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。 

（政策執行に対する議会の評価） 

第 10 条 議会は、市長等が行う政策について、市民福祉増進の観点から不断に点検するとともに、

その有効性及び効率性等について評価しなければならない。 

（文書による質問） 

第 10 条の 2 議会又は議員は、市長等に対して、文書により質問することができる。 

（決議等への対応） 

第 10 条の 3 議会は、本会議において可決した決議及び採択した請願が市政執行に関するもので

あるときは、市長等に対し、当該決議及び請願に関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告す

るよう求めるものとする。 
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第 5 章 議会の機能の強化 

（地方自治法第 96条第 2項の議決事項） 

第 11 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第 2 項の議会の議決事項は、議会が、市

政における重要な政策の決定に参画する観点と、市長の政策執行上の必要性を比較し、別に条

例で定める。 

（調査機関の設置） 

第 12 条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識

経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。 

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることがで

きる。 

3 第 1 項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

第 6 章 議会の運営 

（定例会の回数及び会期） 

第 13 条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等にあたり、議会の機能を十分発揮できる期間を

確保し、決定する。 

2 定例会の招集の回数は、別に条例で定める。 

（議員間の自由討議） 

第 14 条 議員は、議会が自由な議論を行う場であることを認識しなければならない。 

2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は審査において、議員相互間の自由討議に努め、議論

を尽くし、議会の意思を決定しなければならない。 

3 議員は、議員相互間の自由討議により合意形成し、政策立案、政策提言等を積極的に行うよう

努めるものとする。 

（委員会の活動） 

第 15 条 委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案等の審査及び所管

事項に関する事務の調査を行わなければならない。 

（広報広聴の充実） 

第 16 条 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、広く市民の議会や市政に

対する関心を高めるよう、効果的な広報広聴活動に努めるものとする。 

（議員研修の充実） 

第 17 条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図る

ものとする。 

（議会事務局） 

第 18 条 議会は、議会の政策形成機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会

事務局の機能強化及び組織体制の整備に努めるものとする。 

2 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化

を図るよう努めるものとする。 

第 7 章 議員の政治倫理及び待遇等 

（議員の政治倫理） 
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第 19条 議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚

し、議員としての品位を保持しなければならない。 

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。 

（議員定数） 

第 20 条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将

来の予測と展望を考慮するものとする。 

2 議員定数は、別に条例で定める。 

（議員報酬） 

第 21 条 議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議員の職務遂行に対し支給されるものであるこ

とを自覚しなければならない。 

2 議員報酬は、別に条例で定める。 

（政務活動費） 

第 22 条 政務活動費は、政策の立案及び提案並びに市政に関する調査研究その他の活動に資する

ために交付するものとする。 

2 亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例（平成 25 年亀岡市条例第 2 号）に定めるところに

より、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、これを適正に執行しなければならない。 

3 議会は、政務活動費の使途について公開しなければならない。 

第 8 章 最高規範性及び検証等 

（最高規範性） 

第 23 条 この条例は、議会における最高規範である。 

（条例の検証及び見直し） 

第 24 条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証し、必要があると認

めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 



別紙№７ 

災害に関する条文（案）  

案１ 

(災害時の対応) 

第６条 議会及び議員は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、

その果たすべき役割を十分に認識し、迅速かつ的確に行動するとともに、市民生

活の安定及び維持に努めるものとする。 

2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は、別に定める。 

 

 

案２ 

(災害時の対応) 

第６条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。 

2 災害時の議会の行動基準等に関しては，別に定める。 

 

 

案３ 

(災害時の対応) 

第６条 議会は、大規模災害が発生し、市内全域に甚大な被害が起きたとき又は

そのおそれがあるときは、的確かつ迅速な対応を図り、市民生活の安定及び維持

に努めなければならない。 

2 大規模災害時における議会の機能維持に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀岡市議会基本条例 

第 2 章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第 3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

⑴ 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。 

⑵ 市民に積極的な情報公開を行うとともに、説明責任を果たすこと。 

⑶ 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努める

こと。 

⑷ 市政への市民参加を推進すること。 

⑸ 市民の意見を的確に把握し、市長等との対論を通じて、より良い政策及び施策の実現

につながるよう努めること。 

（平 26 条例 28・一部改正） 

（議員の活動原則） 

第 4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。 

⑴ 議会が言論の場であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。 

⑵ 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上

に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。 

⑶ 議会の構成員として、一部の団体又は地域等に偏ることなく、市民全体の福祉の増進

を目指して活動すること。 

（会派） 

第 5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 

（政策研究会） 

第 5条の 2 議員は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調査研究を行うため、

政策研究会を結成することができる。 

2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を議会活動に反映する

よう努めるものとする。 

 
（←災害時の対応としてここに挿入） 
※災害対応マニュアルは、議会基本条例運用基準に規定し直し。 

⻲岡市議会基本条例の構成 
第１章 総則（第１条・第２条）   
第２章 議会及び議員の活動原則（第３条−第５条の２）   
第３章 市⺠と議会の関係（第６条・第７条）   
第４章 議会と市⻑等の関係（第８条−第１０条の３）   
第５章 議会の機能の強化（第１１条・第１２条）   
第６章 議会の運営（第１３条−第１８条）   
第７章 議員の政治倫理及び待遇等（第１９条−第２２条）   
第８章 最高規範性及び検証等（第２３条・第２４条）   


